
 

 

 

 

オンライン資格確認の導入に伴う健康保険被保険者証等の記載事項について 

 

マイナンバーによる情報連携を活用した健康保険のオンライン資格確認が令和3年3月 

（予定）から開始されることに伴い、健康保険被保険者証等に現在の世帯単位の記号・番号に加

え、個人（被保険者・各被扶養者）を識別する「2桁の枝番」が追加されます。これにより、健康

保険証又はマイナンバーカード（※）の提示により、保険医療機関等の窓口において資格情報の

照会・確認が可能となります。（対応していない医療機関や薬局もあります。） 

つきましては、下記のとおりお知らせいたしますので、ご確認いただきますようよろしくお願

いいたします。 

記 

●枝番表示日 

令和 3年 4月 1日以降に交付する証（新規・再発行等）から枝番を表示 

●枝番が追加される証  

健康保険被保険者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、 

限度額適用・標準負担額減額認定証 

●その他 

令和3年3月31日以前に交付した加入者の健康保険被保険者証については、2桁の枝番がなくて

も引き続きそのままご利用いただけます。 

●健康保険被保険者証のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

２桁の枝番を追加 

（２桁番号はランダムに付与） 

（※）マイナンバーカードを保険証として利用するには「マイナポータル」

への事前登録が必要です。詳しくはマイナポータルのホームページをご覧く

ださい。 

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html 
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